
四日市市生活保護法施行細則 

平成１３年３月３０日 

規則第２８号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、生活保護法（昭和２５年法律第１４４号。以下「法」という。）、

生活保護法施行令（昭和２５年政令第１４８号）及び生活保護法施行規則（昭和２

５年厚生省令第２１号。以下「省令」という。）の施行に関し必要な事項を定める

ものとする。 

（書類の作成及び保管） 

第２条 社会福祉事務所長（以下「所長」という。）は、被保護者に関し、次に掲げ

る書類を作成し、常にその記載事項について整理しておくものとする。 

(1) 面接記録票 

(2) 保護台帳 

(3) 保護決定調書 

(4) 保護金品支給台帳 

(5) ケース記録票 

(6) 保護申請書受理簿 

(7) 医療券交付処理簿 

(8) 介護券交付処理簿 

（申請書） 

第３条 法第２４条の規定により保護の開始又は変更の申請を希望する者は、所長に

対し、生活保護申請書（第１号様式）又は保護変更申請書（第２号様式）に、次に

掲げる書面を添えて申請しなければならない。ただし、所長が認めた場合は、当該

書面の一部を省略することができる。 

(1) 資産申告書（第３号様式） 

(2) 収入申告書（第４号様式） 

(3) 同意書（第５号様式） 

(4) 給与証明書（第６号様式） 

２ 法第１８条第２項に規定する葬祭扶助を希望する者は、所長に対し、葬祭扶助に

係る保護変更申請書（第７号様式）を提出しなければならない。 

（決定通知書） 

第４条 法第２４条第３項及び第９項、第２５条第２項並びに第２６条に規定する書
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面は、第８号様式、第９号様式又は第１０号様式によるものとする。 

（検診命令等） 

第５条 所長が、法第２８条第１項の規定により検診を受けるべき旨を要保護者に命

じる場合は、検診命令書（第１１号様式）により行うものとする。 

（調査依頼書） 

第６条 所長が、法第２９条の規定により調査の嘱託を行う場合は、調査依頼書（第

１２号様式）によるものとする。 

（扶養照会） 

第７条 所長は、法第４条第２項の規定により要保護者の扶養義務者に対する扶養義

務の履行について照会する場合は、扶養照会書（第１３号様式）によるものとする。 

２ 所長が、法第２４条第８項の規定により、扶養義務者に対し、要保護者の保護の

開始について通知する場合は、第２７号様式により行うものとする。 

３ 所長が、法第２８条第２項の規定により、扶養義務者等に対し、報告を求める場

合は、第２８号様式により行うものとする。 

（就労自立給付金） 

第７条の２ 省令第１８条の４第１項に規定する就労自立給付金の支給の申請は、第

２９号様式により行うものとする。 

２ 法第５５条の４第１項に規定する就労自立給付金の支給の通知は、第３０号様式

により行うものとする。 

（徴収金等支払申出書） 

第７条の３ 法第７８の２第１項又は第２項の規定する保護費又は就労自立給付金か

ら法第７８条に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、第３１号様式により行う

ものとする。 

（経由事務） 

第８条 法令等の規定により厚生労働大臣に提出することとされている書類が所長か

ら市長に提出された場合は、市長はこれを受理し、三重県知事又は厚生労働大臣に

提出するものとする。 

（準用） 

第９条 第２条から第７条まで、第７条の３及び前条の規定は、中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に

関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により生活保護法の例

によるとされた事務について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる
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規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句に読み替えるものとする。 

第３条第１項 生活保護申請書（第１号様

式）又は保護変更申請書（第

２号様式） 

中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国し

た中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関す

る法律等による支援給付申

請書（第１４号様式）又は支

援給付変更申請書（第１５号

様式） 

第３条第１項第１号 第３号様式 第１６号様式 

第３条第１項第２号 第４号様式 第１７号様式又は第１７号

様式の２ 

第３条第１項第３号 第５号様式 第１８号様式 

第３条第１項第４号 第６号様式 第１９号様式 

第３条第２項 葬祭扶助に係る保護変更申

請書（第７号様式） 

葬祭支援給付申請書（第２０

号様式） 

第４条 第８号様式、第９号様式又

は第１０号様式 

第２１号様式又は第２３号

様式 

第５条 第１１号様式 第２４号様式 

第６条 調査依頼書（第１２号様式） 中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国し

た中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関す

る法律第１４条第４項にお

いてその例によるものとさ

れた生活保護法第２９条の

規定に基づく調査について

（依頼）（第２５号様式） 

第７条第１項 扶養照会書（第１３号様式） 中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国し
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た中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関す

る法律等による支援給付の

決定に伴う扶養義務につい

て（照会）（第２６号様式） 

第７条第２項 第２７号様式 第３２号様式 

第７条第３項 第２８号様式 第３３号様式 

第７条の３ 第３１号様式 第３４号様式 

附 則 

この規則は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年２月４日規則第４号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１７年２月７日から施行する。 

附 則（平成２０年３月３１日規則第５５号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

（四日市市社会福祉事務所等に対する事務の委任に関する規則の改正） 

２ 四日市市社会福祉事務所等に対する事務の委任に関する規則（平成９年四日市市

規則第３１号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

附 則（平成２６年７月１日規則第３０号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２６年７月１日から施行する。ただし、第９条、第１４号様式、

第１６号様式及び第１７号様式、第１９号様式から第２１号様式まで並びに第２３

号様式から第２６号様式までの改正（「中国残留邦人等の円滑な帰国及び永住帰国

後の自立の支援に関する法律」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住

帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改める部分

に限る。）は、平成２６年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日から平成２６年９月３０日までの間において、第３２号様式

から第３４号様式中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」とあるのは、「中国残留邦
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人等の円滑な帰国及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」と読み替えるものと

する。 

附 則（平成２７年１２月１５日規則第６２号） 

 平成２８年１月１日から施行する。 


